
津市消防本部水災活動規程

平成１８年１月１日消防本部訓第４４号 

改正 平成２５年３月２９日消防本部訓第１４号

平成２９年３月２９日消防本部訓第５号

（趣旨）

第１条 この規程は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）、水防法（昭

和２４年法律第１９３号）、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）

及び津市地域防災計画等に基づき、津市消防本部の管轄区域内における水災

の警戒及び防ぎょに関し必要な事項を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

⑴ 水災 洪水、高潮、津波、暴風雨、豪雨等により被害が発生し、又は発

生のおそれがあるときで、水防体制を発令して対処する必要のある事象を

いう。

⑵ 水防部隊 水防活動に従事するすべての隊の総称をいう。

⑶ 水防活動 水災の警戒、水防工法の実施、避難の誘導、監視・警戒等消

防機関が行う活動をいう。

⑷ 本部参集班長 津市消防職員招集規程（平成１８年消防本部訓第２１号）

の招集計画（以下「招集計画」という。）に定める本部招集班の各班長を

いう。

⑸ 署長等 消防署長及び前号の本部参集班長をいう。

（挙庁体制）

第３条 水災時には、平素の事務を縮小し、又は停止して、水災の防除に専念

するものとする。

（水防施設等の把握）

第４条 消防署長は、管内の水防施設及び水防上注意を要する危険箇所等の状

況を常に把握し、巡視経路図を備えておくものとする。

（使用可能物件の調査）

第５条 消防長は、水防資器材、舟車等を調査し、水災時に調達可能なものに



ついて、それぞれの権限を有する者と協議し、迅速かつ円滑な調達及び搬送

ができるよう措置しておくものとする。

（水防体制）

第６条 消防長は、水災に迅速に対処するため、津市地域防災計画に基づき、

次の各号に定める水防体制をとるものとする。

⑴ 水防第１配備

ア 当日の勤務者で対応する。

イ 情報収集体制を強化する。

ウ 庁舎及び施設を防護し、水防資器材の点検整備を行う。

エ 必要に応じ消防災害対策本部を設置する。

⑵ 水防第２配備

 ア 消防災害対策本部を設置する。

 イ 消防災害対策本部の編成、設置場所等については別に定める計画によ

る。

 ウ 必要に応じ消防職員を招集し体制を強化する。

⑶ 水防第３配備

 ア 前号の体制を強化する。

イ 消防職員を全員招集する。

（部隊の編成）

第７条 水災時には、水災の状況及び規模に応じて水防部隊を編成する。

 （情報の収集）

第８条 署長等は相互に連携し、必要に応じて水防部隊を出向させて河川の巡

視、被害発生状況等の情報収集を行い、関係機関へ通報する。この場合にお

いて、消防団と連携して管内の水災状況の早期把握に努めるものとする。

２ 署長等は、消防団と常備消防隊とが常に連携できるよう配意し、これによ

り難いときは、連絡要員を配置させるものとする。

 （河川水位の測定等）

第９条 河川情報センター等からの情報に基づき、水位計が設置された河川に

おいてその水位が警戒水位に達したとき、又は当該河川に洪水警報が発表さ

れたときは、これに関連する危険予想区域へ 出動し、状況把握又は現場監

視を行うものとする。

２ 水位計の設置されていない河川については、状況に応じて河川巡視を行い、

予め指定した地点における水面と橋げたまでの差異又は堤防溢水危険区域等



における水面と天端までの差異を測定するものとする。

（水防工法）

第１０条 都市浸水等が小規模で土のう工法が必要な場合は、原則として水防

倉庫等のストックヤードの砂を活用し、河川堤防の溢水若しくは決壊の場合

又は都市浸水が広範囲に及ぶ場合は、直ちに関係業者に連絡し、土砂を現地

へ搬送させるものとする。

（警戒区域の設定）

第１１条 職員は、水災が発生し、又は発生しようとしている場合において、

人命危険の防止及び災害応急対策の円滑を図るため、特に必要があると認め

るときは、水防法第２１条の規定により警戒区域を設定し、水防関係者以外

の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区

域から退去させる等の措置を行うものとする。

（避難の処置）

第１２条 消防長は、水災の状況から付近住民の安全確保が困難であると判断

される場合は、水防管理者に通報し、避難に関して協議するものとする。

２ 署長等は、避難勧告又は避難命令が発令された場合は、関係機関と連携し

て速やかに住民等が避難できるよう、必要な措置を取るものとする。

（訓練の実施）

第１３条 消防長は、所属職員に対して水防活動に必要な指揮運営要領及び基

本的な水防工法を習熟させるため、計画的に訓練を実施するものとする。

（日常の維持管理）

第１４条 消防署長は、水防活動に備え、管轄内における水防倉庫、備蓄資機

材及びストックヤードを消防団と協力して適正管理するとともに、鍵の保管

場所を明らかにしておかなければならない。この場合において、当該鍵は、

管轄署のほか、消防総務課及び管轄分団がそれぞれ管理するものとする。

２ 消防総務課長は、消防署長と連絡を密にし、水防倉庫の維持管理並びに備

蓄資機材の補充及び、改善に配意しなければならない。

（検討会の開催）

第１５条 消防長は、水防上重要な事案が発生したときは、関係職員を招集し

て検討会を実施させるものとする。

２ 消防救急課長は、前項の規定により検討会を実施したときは、その結果を

消防長に報告するものとする。

（水防活動等の報告）



第１６条 署長等は、この規程に基づき水災現場へ出場し、水防活動を実施し

たとき、若しくは水災に伴う被害を確認したときは、水防活動報告書（別記

様式）により報告するものとする。

（委任）

第１７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

   附 則

 この訓は、平成１８年１月１日から施行する。

   附 則（平成２５年３月２９日消防本部訓第１４号）

 この訓は、平成２５年４月１日から施行する。

   附 則（平成２９年３月２９日消防本部訓第５号）

 この訓は、平成２９年４月１日から施行する。



別記様式（第１６条関係）

  年  月  日

水 防 活 動 等 報 告 書

 （宛先）消 防 長

                     報告者

                     職・階級

氏 名         ○印

１ 水災の種別

（台風  号・集中豪雨・水道管破裂・水門故障・その他（     ））

２ 活動期間

      年  月  日 ～   年  月  日

３ 水防体制

  第２配備  （  日  時  分招集・  日  時  分解除）

第３配備  （  日  時  分招集・  日  時  分解除）

４ 水防活動集計

⑴ 警戒・活動延べ人員

職員    人（勤務者   人、参集者   人）

団員    人

⑵ 活動種別

   水防工法   件、救助   件、避難誘導   件、排水   件

   警戒区域設定   件、流水障害排除   件、監視警戒   件

その他   件

⑶ 被害状況

   別紙のとおり


